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は 

じ 

め 

に

　

全
世
界
規
模
で
の
情
報
の
送
受
信
を
身
近
な
も
の
に
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
は
、
情
報
の
発
信
、
受
信
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
を

多
様
化
さ
せ
て
お
り
、
自
己
と
異
な
る
文
化
的
背
景
を
持
っ
た
者
と
の
対
話
を
容
易
に
し
た
。
他
方
、
従
来
で
あ
れ
ば
顕
在
化
し
な
か

っ
た
表
現
に
関
す
る
問
題
が
こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
を
受
け
て
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
発
展
し
て
き
た
表

現
の
自
由
に
関
す
る
概
念
は
、
異
な
る
文
化
的
、
法
的
背
景
を
持
っ
た
者
た
ち
の
間
で
も
妥
当
し
う
る
「
多
文
化
社
会
・
多
元
的
価
値

社
会
に
お
け
る
表
現
の
自
由
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
様
々
な
背
景
を
持
つ
人
々
の
間
で
問
題
と
な
る
表
現
の
一
つ
と
し
て
、
批
判
と
差
別
と
の
間
で
揺
れ
動
く
ヘ
イ

ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
在
日
韓
国
朝
鮮
人
に
対
す
る
排
外
主
義
デ
モ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
過
激
な
発
言
な
ど
が
報

道
を
賑
わ
せ
る
昨
今
、
京
都
朝
鮮
学
校
周
辺
で
の
街
頭
宣
伝
等
の
差
止
を
認
め
た
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
我
が
国
で
は
に

わ
か
に
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
解
さ
れ
る
憎
悪
表
現
に
対
す
る
法
規
制
の
導
入
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
始
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

世
界
的
に
見
て
も
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
関
す
る
定
義
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
国
が
各
々
の
歴
史
的
背
景
に
応
じ
て
差
別

を
扇
動
・
唱
道
す
る
表
現
規
制
を
展
開
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
我
が
国
は
、
い
わ
ゆ
る
自
由
権
規
約
二
〇
条
や
人
種
差
別

撤
廃
条
約
四
条
に
批
准
・
加
入
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
「
憎
悪
扇
動
表
現
の
禁
止
」
に
関
す
る
規
制
を
有
す
る
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
言
論
を
直
接
規
制
す
る
法
制
度
を
持
つ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
我
が
国
と
同
様
に
自
由
権
規
約
及
び
人
種
差
別
撤
廃
条
約
を
批
准
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
多
数

の
国
家
が
参
加
し
、
拘
束
力
あ
る
判
決
を
下
す
裁
判
所
を
有
す
る
欧
州
連
合
及
び
欧
州
人
権
条
約
の
構
成
国
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

イ
ギ
リ
ス
国
内
自
体
も
多
民
族
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
多
文
化
社
会
・
多
元
的
価
値
社
会
に
お
け
る
表
現
の
自
由
」
を
検
討

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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す
る
う
え
で
適
当
な
素
材
で
あ
る
と
考
え
る
。
加
え
て
、
一
九
九
八
年
の
人
権
法
に
よ
り
欧
州
人
権
条
約
が
国
内
法
化
さ
れ
て
以
降
は
、

欧
州
人
権
条
約
と
国
内
法
を
い
か
に
適
合
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
国
際
人
権
条
約
と
国
内
法
と

の
適
合
と
い
う
観
点
か
ら
も
イ
ギ
リ
ス
を
検
討
す
る
こ
と
は
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
制
定
法
に
よ
る
憎

悪
扇
動
表
現
規
制
は
そ
の
時
々
の
社
会
問
題
に
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
法
が
抱
え
る
欠
点
を
修
正
し
つ
つ
発
展
し
て
き
た
と
い
う
経

緯
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
改
正
時
に
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
検
証
は
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
導

入
が
議
論
さ
れ
始
め
た
我
が
国
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
憎
悪
扇
動
表
現
」
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
）
の
法
制
度
の
展
開
に
注
目
し
、

以
下
の
順
で
検
討
す
る
。
ま
ず
、
第
一
章
で
は
制
定
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
用
い
ら
れ
て
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
刑
事
規
制
に
つ

い
て
検
討
し
、
そ
の
欠
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
続
い
て
第
二
章
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
規
制
の
欠
点
を
補
う
た
め
に
制
定
さ
れ

た
制
定
法
の
う
ち
、
現
行
法
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
章
で
は
現
行
法
の
内
容
と
問
題
点
を
考
察
す
る
。

第
一
章　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
規
制

第
一
節　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
・
文
書
扇
動
罪

　

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
言
論
に
対
す
る
主
な
刑
事
規
制
と
し
て
は
制
定
法
に
よ
る
も
の
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
も
の
が
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
二
〇
世
紀
に
入
る
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
規
制
に
適
用
し
う
る
刑
事
規
制
と
し
て
は
コ

モ
ン
・
ロ
ー
上
の
罪
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
罪
は
判
例
の
展
開
に
よ
っ
て
、
そ
の
適
用
要
件
や

罪
の
成
立
要
件
が
限
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
、
こ
の
種
の
表
現
に
対
し
て
は
有
効
に
機
能
し
え
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
イ
ギ
リ

ス
で
は
、
二
〇
世
紀
以
降
、
特
に
問
題
と
な
っ
た
人
種
差
別
的
言
論
に
対
応
す
る
た
め
、
制
定
法
に
よ
る
規
制
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
と

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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い
う
経
緯
が
あ
る
。

　

人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
に
適
用
し
う
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
罪
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
（Se-

dition
）
で
あ
る
。
本
罪
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
臣
民
間
の
敵
意
と
政
府
に
対
す
る
暴
動
を
扇
動
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
、
一
八

八
六
年
のR. v. Burns

事
件
の
中
央
刑
事
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
引
用
さ
れ
たStephen

の
定
義
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
①
国
王
あ
る
い
は
女
王
、
そ
の
世
継
ぎ
な
い
し
相
続
人
、
政
府
、
法
に
よ
っ
て
公
定
化
さ
れ
た
（by law

 established

）
連

合
王
国
の
組
織
、
両
議
院
及
び
司
法
に
対
す
る
憎
悪
又
は
侮
辱
す
る
こ
と
、
②
非
合
法
の
手
段
で
も
っ
て
、
公
定
化
さ
れ
た
教
会
又
は

地
方
政
府
に
関
す
る
事
柄
を
改
変
す
る
た
め
に
臣
民
を
扇
動
す
る
こ
と
、
③
平
和
攪
乱
罪
を
犯
す
よ
う
扇
動
す
る
こ
と
、
④
臣
民
間
の

不
平
不
満
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
、
⑤
臣
民
の
異
な
る
階
級
間
に
強
い
嫌
悪
感
と
敵
意
の
感
情
を
促
進
す
る
こ
と
、
と
い
う
五
種
の
い
ず

れ
か
を
意
図
し
て
、
口
頭
又
は
文
書
で
発
表
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
判
例
の
展
開
に
よ
っ
て
、
本

罪
の
成
立
要
件
は
厳
格
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
、
扇
動
罪
を
検
討
す
る
際
の
考
慮
要
素
に
つ
い
て
、
一
九
〇
九
年
に
下
さ
れ
た

判
決
に
よ
り
、
語
り
か
け
ら
れ
た
聴
衆
・
一
般
大
衆
の
感
情
、
公
表
さ
れ
た
場
所
と
そ
の
態
様
が
検
討
さ
れ
、
言
説
の
真
実
性
は
抗
弁

に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
に
対
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
が
適
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
一
九
四
七
年
のR. v. Caunt

事
件
に
お
い
て
、
攻
撃
対
象
集
団
へ
の
攻
撃
意
図
と
暴
力
の
扇
動
意
図
を
分
け
て
考
え
る

と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
、
二
名
の
イ
ギ
リ
ス
人
兵
士
の
遺
体
が
パ
レ
ス
チ
ナ
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ

れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
テ
ロ
組
織
の
作
戦
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
国
家
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
自
覚
さ
せ

る
た
め
の
唯
一
の
手
段
が
暴
力
で
あ
る
旨
の
記
事
を
執
筆
し
た
新
聞
の
編
集
者
兼
経
営
者
で
あ
るCaunt

が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇

動
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
は
、
こ
の
遺
体
発
見
を
契
機
と
し
て
、
各
地
で
反
ユ
ダ
ヤ
人
デ
モ
が
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
背
景
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
事
件
で
はCaunt
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
攻
撃
は
意
図
し
て
い

（
9
）

（
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）

（
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）

（
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）
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た
も
の
の
、
暴
力
の
扇
動
意
図
に
つ
い
て
は
否
定
し
、
自
由
な
議
論
と
い
う
報
道
の
権
利
を
陪
審
が
支
持
し
た
こ
と
か
ら
、
無
罪
判
決

が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
一
年
の
判
決
に
よ
っ
て
、
本
罪
で
必
要
と
さ
れ
る
扇
動
意
図
に
つ
い
て
、
国
王
若
し
く
は
政
府

組
織
に
対
す
る
暴
力
を
扇
動
す
る
こ
と
、
又
は
公
衆
騒
乱
若
し
く
は
秩
序
紊
乱
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
と
み
な
し
、
当
該
意
図
の

立
証
に
は
臣
民
の
異
な
る
階
級
間
に
お
け
る
強
い
嫌
悪
や
敵
意
感
情
を
促
進
す
る
意
図
の
み
で
は
足
り
ず
、
暴
力
を
扇
動
す
る
意
図
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
件
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
は
暴
力
な
い
し
治
安
紊
乱
を
扇
動
す
る
と
い
う
意
図
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、

人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
に
有
効
に
対
処
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

第
二
節　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
公
的
迷
惑
罪

　

人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
に
適
用
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
う
一
つ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
罪
が
公
的
迷
惑
罪
（Public m

is-

chief

）
で
あ
る
。
一
八
〇
一
年
のR. v. H

iggins
事
件
に
お
い
て
提
示
さ
れ
、
一
九
三
三
年
のR. v. M

anley

事
件
刑
事
控
訴
院
判

決
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
定
義
に
よ
る
と
、「
共
同
体
へ
の
不
利
益
を
意
図
し
た
す
べ
て
の
行
為
又
は
試
み
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
公
共

性
に
対
す
る
す
べ
て
の
罪
（A

ll offences of a public nature, that is, all such acts or attem
pts as tend to the prejudice 

of the com
m

unity, are indictable

）」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
が
問
題
と
さ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
公
的
迷
惑
罪
に
問
わ
れ
た
事
件
と
し
て
は
一
九
三
六
年
のR. v. 

Leese

事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
事
件
は
、
帝
国
フ
ァ
シ
ス
ト
同
盟
（Im

perial Fascist League

）
の
指
導
者
で
あ
っ
たA

rnold 

Leese

が
発
行
す
る
雑
誌
「T

he Fascist

」
に
掲
載
さ
れ
た
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
発
生
し
て
い
た
未
解
決
の
幼
児
殺
人
と
ユ
ダ

ヤ
教
の
牛
の
屠
殺
儀
式
を
結
び
つ
け
た
「
本
能
的
サ
デ
ィ
ズ
ム
（Instinctive Sadism
）」
と
題
す
る
記
事
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
で

（
14
）（
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）

（
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）

（
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あ
る
。
本
件
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
及
び
公
的
迷
惑
罪
と
し
て
訴
追
さ
れ
て
お
り
、
当
該
表
現
は
ユ
ダ
ヤ
教
信
仰
を
も
つ

者
を
誹
謗
す
る
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
そ
れ
以
外
の
者
と
の
平
和
的
関
係
を
危
険
に
さ
ら
し
た
と
し
て
、
公
的
迷
惑
罪

に
つ
い
て
は
有
罪
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
影
響
に
つ
い
て
は
否
定
し
、
扇
動
罪
に
つ
い
て
は
無
罪
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
公
的
迷
惑
罪
は
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
だ
け
で
な
く
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
偏
見
に
よ
る

不
利
益
を
か
き
た
て
た
と
判
断
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
、
実
際
に
当
該
表
現
を
理
由
に
有
罪
と
さ
れ
た
事
例
も

存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
そ
の
罪
は
非
常
に
曖
昧
に
定
義
さ
れ
て
い
る
た
め
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
国
家
の
道
徳
的
福
利
に
反
す

る
が
ゆ
え
に
あ
る
行
為
が
罪
で
あ
る
と
宣
言
す
る
、
事
実
上
無
制
限
の
権
力
を
与
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
懸
念
か
ら
、
実
務
上
、
本
罪

に
基
づ
く
訴
追
自
体
が
少
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
に
つ
い
て
は
、
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
暴
力
な
い
し
治
安
紊
乱
を
発
生
さ

せ
る
と
い
う
意
図
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
以
降
、
単
な
る
攻
撃
的
な
表
現
は
訴
追
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
公
的
迷
惑
罪
に
つ
い

て
も
、R. v. Leese

事
件
の
よ
う
に
訴
追
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
を
規
制
す
る
目
的
で
公
的
迷
惑
罪
を
用
い

る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
罪
も
当
該
表
現
を
規
制
す
る
に
あ
た
っ
て
は
十
分
機
能
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
に

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
四
八
年
当
時
の
理
解
と
し
て
、
名
誉
毀
損
法
改
正
に
関
す
る
委
員
会
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

を
保
護
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
は
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
規
制
は
自
由
で
率
直
な
政
治
議
論
や
政
治

批
判
を
縮
減
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
は
二
〇
〇
九
年
の
検
屍
官
及
び
司
法
法
の
七
三
条
で
も

っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
章　

制
定
法
に
よ
る
規
制

第
一
節　

一
九
三
六
年
の
公
共
秩
序
法

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
既
存
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
罪
は
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
に
有
効
に
機
能
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

他
方
、
制
定
法
に
よ
る
刑
事
規
制
は
そ
の
時
々
の
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
事
情
に
応
じ
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
、

本
章
で
は
イ
ギ
リ
ス
で
展
開
さ
れ
て
き
た
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
規
制
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
き
た
か
を
検
討
す
る
。

　

人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
を
適
用
対
象
に
含
め
た
初
め
て
の
制
定
法
は
一
九
三
六
年
の
公
共
秩
序
法
（
以
下
「
一
九
三
六
年
法
」
と
い

う
。）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
法
は
、
公
の
治
安
を
乱
し
、
異
な
る
見
解
を
も
つ
者
の
権
利
を
否
定
す
る
個
人
な
い
し
は
組
織
に

効
果
的
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
特
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
当
時
問
題
と
さ
れ
て
い
た
フ
ァ
シ
ス
ト
の
イ
ギ
リ
ス
連
合

の
行
動
に
直
接
対
処
す
る
た
め
制
定
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
既
に
存
在
し
て
い
た
条
例
等
を
制
定
法
化
し
た
同
法
五
条
は
「
秩
序

紊
乱
を
引
き
起
こ
す
意
図
を
持
っ
て
、
又
は
秩
序
紊
乱
を
引
き
起
こ
す
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
威
嚇
的
（threatening

）、

罵
倒
的
（abusive

）
又
は
侮
辱
的
（insulting

）
言
説
又
は
振
る
舞
い
を
、
公
共
の
場
又
は
公
共
の
集
会
に
お
い
て
行
っ
た
者
は
何

人
も
罪
と
す
る
」
と
し
、
同
法
七
条
二
項
は
略
式
起
訴
に
よ
る
有
罪
判
決
を
受
け
た
場
合
、
三
月
以
下
の
自
由
刑
若
し
く
は
五
〇
ポ
ン

ド
以
下
の
罰
金
刑
に
処
し
、
又
は
そ
の
両
方
を
併
科
し
う
る
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
六
三
年
のJordan v. Bur-

goyne

事
件
女
王
座
部
判
決
に
よ
っ
て
、
一
九
三
六
年
法
五
条
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
、
本
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
治
安
紊
乱
を

発
生
さ
せ
る
蓋
然
性
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
同
要
件
を
充
た
せ
な
い
場
合
は
本
罪
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
に
対
す
る
対
応
策
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
大
多
数
を
不
安
に
さ
せ
る
と

い
っ
た
秩
序
紊
乱
を
発
生
さ
せ
う
る
話
題
は
本
罪
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
う
る
と
い
う
リ
ス
ク
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
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る
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
大
衆
集
会
や
デ
モ
で
の
暴
動
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
、
憎
悪
扇
動
表
現
を
直
接
規
制
す
る
法
制
度
の
導

入
を
求
め
る
世
論
の
後
押
し
も
受
け
、
一
九
六
三
年
の
公
共
秩
序
法
（
以
下
「
一
九
六
三
年
法
」
と
い
う
。）
一
条
一
項
に
よ
り
、
刑

の
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
よ
り
深
刻
な
事
案
に
対
応
す
る
た
め
正
式
起
訴
に
よ
る
訴
追
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
略
式
起
訴

に
よ
る
有
罪
の
場
合
、
三
月
以
下
の
自
由
刑
若
し
く
は
一
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
の
罰
金
、
又
は
そ
の
両
方
が
併
科
さ
れ
、
正
式
起
訴
に
よ

る
有
罪
の
場
合
、
一
二
月
以
下
の
自
由
刑
若
し
く
は
五
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
の
罰
金
、
又
は
そ
の
両
方
が
併
科
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

た
。

第
二
節　

一
九
六
五
年
の
人
種
関
係
法

　

一
九
六
五
年
の
人
種
関
係
法
（
以
下
「
一
九
六
五
年
法
」
と
い
う
。）
は
イ
ギ
リ
ス
で
初
め
て
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
を
刑
事
犯
罪
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
人
種
的
憎
悪
の
扇
動
を
取
締
る
法
制
度
の
導
入
と
い
う
公
約
を
掲
げ
た
労
働
党
が
一
九
六
四
年
の
総
選
挙
で
勝
利

し
た
こ
と
を
受
け
、
マ
ル
タ
や
キ
プ
ロ
ス
と
い
っ
た
海
外
領
か
ら
の
有
色
人
種
移
民
問
題
に
対
処
し
、
公
共
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
も

の
だ
け
で
な
く
、
公
の
場
で
の
差
別
と
扇
動
を
規
制
す
る
た
め
本
法
は
制
定
さ
れ
た
。

　

本
法
六
条
一
項
は
、
肌
の
色
、
人
種
又
は
種
族
的
（ethnic
）
若
し
く
は
民
族
的
（national

）
な
出
身
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
グ

レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
に
存
す
る
公
衆
の
一
部
に
対
し
て
、
憎
悪
を
か
き
立
て
る
意
図
を
持
っ
て
、（
ａ
）
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱

的
な
文
書
を
出
版
又
は
配
布
し
た
者
、
及
び
、（
ｂ
）
公
共
の
場
又
は
公
の
集
会
に
お
い
て
、
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
な
言
説

を
用
い
た
者
は
、
そ
の
表
現
物
又
は
言
説
が
肌
の
色
、
人
種
又
は
種
族
的
若
し
く
は
民
族
的
出
身
を
根
拠
と
し
て
お
り
、
憎
悪
を
扇
動

す
る
蓋
然
性
が
存
在
す
る
場
合
、
罪
に
な
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
刑
罰
の
上
限
は
一
九
六
三
年
法
か
ら
さ
ら
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
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り
、
略
式
起
訴
に
よ
る
有
罪
の
場
合
、
六
月
以
下
の
自
由
刑
若
し
く
は
二
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
の
罰
金
刑
又
は
そ
の
併
科
が
、
正
式
起
訴

に
よ
る
有
罪
の
場
合
、
二
年
以
下
の
自
由
刑
若
し
く
は
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
の
罰
金
刑
又
は
そ
の
併
科
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
但
し
、

訴
追
す
る
に
当
た
っ
て
は
法
務
総
裁
（A

ttorney General

）
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
六
条
三
項
）。
法
務
総
裁
の
許
可
を

要
件
と
し
た
理
由
と
し
て
は
、
正
当
な
議
論
を
保
護
し
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
指
導
者
を
効
果
的
に
審
査
す
る
た
め
で
あ
り
、
刑
罰
の
引
き

上
げ
も
そ
の
よ
う
な
人
物
に
効
果
的
な
痛
手
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
三
六
年
法
五
条
の
射
程
を

拡
張
し
、
改
正
す
る
も
の
と
し
て
、
本
法
七
条
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
公
共
の
場
又
は
公
の
集
会
に
お
い
て
、
治
安
紊
乱
を
引
き

起
こ
す
意
図
を
持
っ
て
、
又
は
そ
れ
に
よ
っ
て
治
安
紊
乱
が
発
生
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱

的
言
説
又
は
振
る
舞
い
を
行
う
こ
と
、
又
は
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
文
書
、
掲
示
又
は
可
視
的
媒
体
を
配
布
又
は
展
示
す
る
こ

と
を
罪
と
し
て
い
る
。
本
条
も
六
条
と
同
様
に
、
訴
追
す
る
に
当
た
っ
て
は
法
務
総
裁
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
暴

動
と
秩
序
紊
乱
を
制
限
・
防
止
し
、
収
束
さ
せ
る
と
と
も
に
、
一
九
三
六
年
法
の
対
象
か
ら
漏
れ
て
い
た
全
て
の
行
為
を
罪
の
対
象
と

す
る
た
め
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

本
法
は
悪
質
な
人
種
差
別
主
義
者
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
法
に
基
づ
き
初
め
て
訴
追
さ
れ
た
一
九
六
七
年

のR. v. Britton

事
件
は
一
七
歳
の
労
働
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
事
件
は
、
一
七
歳

の
少
年
が
地
方
議
会
の
議
員
宅
の
玄
関
に
人
種
差
別
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
貼
り
付
け
た
ほ
か
、
人
種
差
別
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
貼
り
付

け
た
瓶
を
投
げ
込
ん
だ
こ
と
が
本
法
六
条
に
当
た
る
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
事
件
の
控
訴
院
刑
事
部

判
決
で
は
、
議
員
宅
の
玄
関
は
公
衆
の
一
部
に
該
当
し
な
い
と
し
て
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
扇
動
意
図
に
関
す
る
考
慮
に
つ
い

て
は
一
九
六
七
年
のJordan

事
件
が
参
照
さ
れ
る
。
一
九
三
六
年
法
下
に
お
い
て
も
有
罪
と
な
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
国
家
社
会
主

義
運
動
の
指
導
者
で
あ
るJordan

ら
が
人
種
差
別
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
ス
テ
ッ
カ
ー
の
配
布
に
よ
り
、
本
法
に
お
い
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て
も
有
罪
と
な
っ
た
が
、
そ
の
審
理
の
際
、Jordan

が
本
件
行
為
の
意
図
と
し
て
、
人
種
的
憎
悪
の
扇
動
意
図
を
否
定
し
、
国
内
問

題
の
周
知
及
び
問
題
解
決
に
お
い
て
愛
国
的
要
望
を
奨
励
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
主
張
し
た
こ
と
を
受
け
て
、Phillim

ore

裁

判
官
は
陪
審
に
対
し
て
、
配
布
物
に
含
ま
れ
る
人
種
的
憎
悪
を
促
進
す
る
意
図
に
関
す
る
彼
の
言
動
等
に
注
意
す
る
だ
け
で
な
く
、
国

内
の
国
家
社
会
主
義
運
動
に
つ
い
て
の
方
針
や
目
的
に
も
注
意
す
る
よ
う
説
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
種
維
持
協
会
（Racial Pres-

ervation Society
）
の
反
移
民
を
内
容
と
す
る
機
関
誌
が
問
題
と
さ
れ
た
一
九
六
八
年
のSouthern N

ew
s

事
件
で
は
、
当
該
機
関

誌
の
目
的
は
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
戦
後
移
民
に
関
す
る
政
策
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
解
決
策
は
本
質
的
に
教
育
事
業
の
み
に
あ
る
と
主
張

す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
、
無
罪
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
本
事
件
以
降
、
教
育
に
関
す
る
人
種
差
別
的
文
学
作
品

が
増
加
し
、
本
法
六
条
二
項
が
規
定
し
て
い
た
公
表
及
び
配
布
の
定
義
に
つ
い
て
、
団
体
の
構
成
員
を
対
象
と
し
た
公
表
・
配
布
行
為

を
除
外
し
て
い
た
た
め
、
本
罪
の
適
用
を
避
け
る
目
的
で
の
私
的
読
書
ク
ラ
ブ
が
増
加
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

本
法
へ
の
評
価
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
規
制
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
種
差
別
を
扇
動
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
公
共
の
場
で
行
う

こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
と
い
う
肯
定
的
な
評
価
が
あ
る
一
方
、
意
図
要
件
の
証
明
困
難
さ
、
法
務
総
裁
の
許
可
要
件
、「
侮
辱
」
な
ど

言
葉
の
定
義
の
曖
昧
さ
は
警
察
官
を
当
惑
さ
せ
、
本
法
を
無
力
な
も
の
に
し
て
い
る
と
の
指
摘
、
威
嚇
的
、
罵
倒
的
、
侮
辱
的
な
表
現

を
用
い
て
い
な
い
場
合
に
は
人
種
的
憎
悪
を
扇
動
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
本
罪
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
、
及
び
本
件

に
よ
る
訴
追
に
よ
っ
て
、
被
告
人
や
人
種
差
別
主
義
団
体
は
衆
目
を
集
め
、
言
論
の
自
由
の
擁
護
者
や
殉
教
者
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
か
え
っ
て
人
種
差
別
主
義
思
想
の
流
布
に
貢
献
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
総
じ
て
、
本
法
へ
の
評
価
は
低
く
、

よ
り
効
果
的
な
法
制
度
と
な
る
よ
う
法
改
正
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
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第
三
節　

一
九
七
六
年
の
人
種
関
係
法

　

一
九
七
六
年
の
人
種
関
係
法
は
一
九
六
五
年
法
を
廃
止
し
、
そ
の
七
〇
条
は
、
改
正
が
主
張
さ
れ
て
い
た
一
九
六
五
年
法
六
条
の
内

容
を
修
正
し
た
五
Ａ
条
を
一
九
三
六
年
法
に
挿
入
し
て
い
る
。
本
法
七
〇
条
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
一
九
三
六
年
法
五
Ａ
条
一
項
は
、

す
べ
て
の
状
況
を
考
慮
し
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
表
現
物
又
は
言
説
に
よ
っ
て
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
に
存
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
種

的
集
団
に
対
す
る
憎
悪
を
か
き
た
て
る
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、（
ａ
）
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
文
書
を
出
版
又
は
配

布
す
る
こ
と
、
及
び
（
ｂ
）
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
言
説
を
公
共
の
場
又
は
公
の
集
会
で
用
い
る
こ
と
、
を
罪
と
し
て
い
る
。

本
法
に
お
い
て
も
法
務
総
裁
の
許
可
要
件
は
維
持
さ
れ
て
い
る
（
五
Ａ
条
五
項
）。
刑
罰
に
つ
い
て
は
、
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
の
罰
金

額
が
一
九
六
五
年
法
か
ら
さ
ら
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
略
式
起
訴
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
は
四
〇
〇
ポ
ン
ド
を
科
せ
ら
れ
、

正
式
起
訴
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
は
罰
金
額
の
上
限
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

本
法
の
顕
著
な
点
と
し
て
は
、
一
九
六
五
年
法
に
お
い
て
批
判
さ
れ
て
い
た
意
図
要
件
を
削
除
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の

理
由
は
、
人
種
的
憎
悪
の
扇
動
を
罪
と
す
る
一
九
六
五
年
法
六
条
は
人
種
的
暴
力
を
生
じ
さ
せ
る
状
況
を
作
り
出
す
人
種
的
憎
悪
を
規

制
し
て
い
る
点
で
、
治
安
紊
乱
を
引
き
起
こ
す
扇
動
を
違
法
化
す
る
一
九
三
六
年
法
五
条
と
極
め
て
近
し
い
同
種
の
も
の
で
あ
り
、
一

九
三
六
年
法
は
治
安
紊
乱
を
引
き
起
こ
す
意
図
を
必
須
要
件
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
意
図
要
件

の
証
明
困
難
さ
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
顕
著
な
点
と
し
て
、「
す
べ
て
の
状
況
を
考
慮
し
て
（hav-

ing regard to all the circum
stances

）」
と
い
う
文
言
が
加
え
ら
れ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
該
文
言
は
言
論
の
自
由
に
配
慮
し
、

人
種
的
憎
悪
の
扇
動
蓋
然
性
が
存
在
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
際
、
注
意
深
く
検
討
す
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
が
、
前
節
で
述
べ
たJordan

事
件
を
見
る
に
、
被
告
人
の
過
去
の
行
為
や
所
属
す
る
組
織
の
本
質
な
ど
が
検
討
要
素
と
な
り
う
る

こ
と
か
ら
、
よ
り
有
罪
に
し
や
す
く
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
加
え
て
、
本
法
に
お
い
て
も
公
表
・
配
布

（
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の
定
義
に
関
し
、
団
体
の
構
成
員
に
対
す
る
配
布
を
除
外
し
て
い
た
た
め
（
五
Ａ
条
六
項
）、
人
種
差
別
的
団
体
内
に
お
け
る
人
種
的

憎
悪
扇
動
表
現
の
配
布
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

　

本
法
へ
の
評
価
と
し
て
は
、
一
九
六
五
年
法
六
条
が
公
共
秩
序
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
言
説
及
び
行
為
を
処
罰
可
能
な
も
の
と
し
て

い
た
の
に
対
し
、
本
条
は
蓋
然
性
効
果
に
よ
っ
て
言
説
等
を
処
罰
可
能
な
も
の
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
九
三
六
年
法
五
条
の
位
置
づ

け
に
立
ち
戻
っ
て
い
る
と
の
評
価
が
あ
る
ほ
か
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
の

受
け
取
り
手
が
分
別
の
あ
る
者
で
あ
る
場
合
、
憎
悪
が
扇
動
さ
れ
る
蓋
然
性
が
な
く
、
一
九
三
六
年
法
五
Ａ
条
一
項
に
基
づ
き
訴
追
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
②
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
が
団
体
内
部
で
配
布
さ
れ
て
い
た
場
合
、
五
Ａ
条
六
項
に
よ
り
訴
追
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
③
配
布
目
的
で
の
人
種
的
憎
悪
表
現
所
持
を
訴
追
で
き
な
い
、
④
五
Ａ
条
一
項
で
は
番
組
放
送
等
に
対
処
で
き
な
い
、
と
い

っ
た
問
題
点
で
あ
る
。

第
四
節　

小
括

　

右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
初
の
憎
悪
扇
動
表
現
規
制
法
で
あ
る
一
九
三
六
年
法
は
フ
ァ
シ
ス
ト
運
動
へ
の
規
制
及
び
公
共
秩

序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
治
安
紊
乱
の
発
生
な
い
し
は
そ
の
蓋
然
性
が
罪
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
当
該
蓋
然
性
の
な
い
人
種
的
憎
悪
等
に
は
有
効
に
は
機
能
し
え
な
い
と
い
う
問
題
点
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
人
種
的
憎
悪

に
も
対
応
可
能
な
規
制
と
し
て
、
治
安
紊
乱
を
生
じ
さ
せ
う
る
扇
動
表
現
だ
け
で
な
く
人
種
的
憎
悪
を
扇
動
す
る
表
現
も
罪
と
す
る
一

九
六
五
年
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
扇
動
意
図
要
件
の
立
証
の
困
難
さ
や
本
罪
の
適
用
対
象
と
な
る
表
現
の
曖
昧
さ
等
の
問
題
が
当
該
法

に
も
存
在
し
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
是
正
す
る
た
め
、
一
九
六
五
年
法
を
廃
止
し
一
九
三
六
年
法
に
人
種
的
憎
悪
扇
動
罪
を
導
入
す
る
一
九
七
六
年

（
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法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
点
を
是
正
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
本
法
に
お
い
て
も
、
人
種
差
別
団
体
内
で
の
当
該
表

現
の
配
布
が
本
罪
の
射
程
外
に
お
か
れ
て
い
る
な
ど
の
問
題
点
が
存
在
す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
憎
悪
扇
動
表
現
規
制
法
は
一
九
三
六
年
法
を
軸
に
、
そ
の
法
改
正
で
も
っ
て
、
顕
在
化
し

て
き
た
問
題
点
に
対
応
す
る
と
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
て
き
た
。
次
章
で
述
べ
る
一
九
八
六
年
の
公
共
秩
序
法
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

第
三
章　

一
九
八
六
年
の
公
共
秩
序
法

第
一
節　

一
九
八
六
年
の
公
共
秩
序
法
の
概
要

　

一
九
三
六
年
法
が
制
定
さ
れ
て
以
来
半
世
紀
が
経
過
し
、
時
代
に
応
じ
た
改
正
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
受
け
、
特
に
人
種
的
憎

悪
扇
動
表
現
規
制
に
関
し
て
、
一
九
三
六
年
法
、
一
九
六
八
年
の
劇
場
法
、
一
九
八
四
年
の
ケ
ー
ブ
ル
及
び
放
送
法
を
一
本
化
す
る
も

の
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
が
現
行
法
で
あ
る
一
九
八
六
年
の
公
共
秩
序
法
（
以
下
「
一
九
八
六
年
法
」
と
い
う
。）
で
あ
る
。
五
編
四
三

条
及
び
三
つ
の
付
表
か
ら
な
る
本
法
に
お
い
て
、
人
種
的
憎
悪
の
扇
動
は
「
人
種
的
憎
悪
」
と
題
さ
れ
て
い
る
第
三
編
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
一
七
条
か
ら
二
九
条
ま
で
が
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
に
関
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
本
法
に
よ
っ
て
一
九
三
六
年
法
五

条
及
び
五
Ａ
条
は
廃
止
さ
れ
た
。
な
お
、
法
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
制
定
当
時
の
条
文
に
依
拠
し
た
。

　

条
文
の
構
成
と
し
て
は
、
ま
ず
一
七
条
は
人
種
的
憎
悪
に
関
し
「
皮
膚
の
色
、
人
種
、
国
籍
（
市
民
権
を
含
む
）
又
は
種
族
的

（ethnic

）
若
し
く
は
民
族
的
（national

）
な
出
身
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
に
い
る
人
々
の
集
団
に
対
す

る
憎
悪
を
意
味
す
る
」
と
定
義
し
（「
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
」
に
い
る
と
い
う
部
分
は
二
〇
〇
一
年
の
反
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
犯
罪
及
び
治

安
法
三
七
条
に
よ
る
改
正
で
削
除
さ
れ
た
）、
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
の
表
現
形
態
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
れ
ま
で
人
種
的
憎
悪
煽
動
罪
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
も
の
は
、「
言
説
若
し
く
は
振
る
舞
い
の
行
使
又
は
文
書
（w

rit-
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ten m
aterial

）
の
掲
示
」
と
題
さ
れ
た
一
八
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
個
人
の
住
居
内
で
な
さ
れ
、
か
つ
当
該
又
は
他
の
住

居
内
に
い
る
人
以
外
の
他
人
が
見
聞
き
し
て
い
な
い
場
合
を
除
き
、
公
的
又
は
私
的
な
場
所
（
同
条
二
項
）
に
お
い
て
、（
ａ
）
人
種

的
憎
悪
を
扇
動
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
又
は
（
ｂ
）
す
べ
て
の
状
況
を
考
慮
し
て
、
人
種
的
憎
悪
を
扇
動
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
言
説
又
は
振
る
舞
い
を
行
う
こ
と
、
及
び
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
な
文
書
を
掲
示

す
る
こ
と
を
罪
と
し
て
い
る
（
同
条
一
項
）。
但
し
、
人
種
的
憎
悪
を
扇
動
す
る
意
図
が
立
証
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
言
説

等
が
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
で
あ
る
こ
と
を
意
図
せ
ず
か
つ
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
罪
と
な
ら
な
い
（
同
条
五
項
）。

こ
の
ほ
か
、
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
な
文
書
の
出
版
又
は
配
布
（
一
九
条
）、
当
該
言
説
又
は
振
る
舞
い
を
用
い
た
舞
台
演
劇

等
の
上
演
（
二
〇
条
）、
録
音
・
録
画
物
の
配
布
又
は
上
映
（
二
一
条
）、
ケ
ー
ブ
ル
放
送
を
含
む
番
組
放
送
（
二
二
条
）
を
罪
と
し
、

展
示
、
配
布
等
の
目
的
で
の
所
持
も
罪
（
二
三
条
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
罪
は
個
人
に
よ
る
も
の
だ
け
な
く
、
団
体
に
よ

る
も
の
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
二
八
条
）。
な
お
、
文
書
（w

ritten m
aterial

）
に
つ
い
て
は
二
九
条
に
よ
り
、
い

か
な
る
掲
示
又
は
可
視
的
媒
体
も
い
ず
れ
の
罪
も
訴
追
す
る
た
め
に
は
法
務
総
裁
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
二
七
条
一
項
）。

刑
罰
に
つ
い
て
は
、
制
定
当
初
、
略
式
起
訴
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
の
罰
金
額
が
制
定
法
上
の
上
限
以
下
と
改
め
ら
れ
た
以
外
は

一
九
七
六
年
法
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
正
式
起
訴
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
の
自
由
刑
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
人
種
及
び
宗

教
を
理
由
と
す
る
犯
行
に
対
す
る
加
重
条
項
の
上
限
が
七
年
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
二
〇
〇
一
年
の
反
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
犯
罪

及
び
治
安
法
四
〇
条
に
よ
り
、
七
年
以
下
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
法
と
従
前
の
法
と
の
違
い
と
し
て
は
、
①
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
物
の
配
布
目
的
で
の
所
持
の
禁
止
（
二
三
条
）、
②
警
察
に
立

入
、
捜
査
、
押
収
権
限
を
与
え
て
お
り
（
二
四
条
）、
特
に
一
八
条
三
項
は
同
条
一
項
に
係
る
犯
行
を
行
っ
て
い
る
と
疑
う
の
が
相
当

で
あ
る
場
合
、
令
状
な
し
に
逮
捕
す
る
権
限
を
警
察
に
与
え
て
い
る
こ
と
、
③
被
告
人
に
よ
る
表
現
内
容
の
認
識
の
欠
如
を
反
証
と
し

（
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て
認
め
た
こ
と
（
一
八
条
五
項
等
）、
④
配
布
の
定
義
を
変
更
し
た
こ
と
（
一
九
条
三
項
等
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
法
に
は
一
九
三
六
年
法
五
条
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
四
条
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
四
条
一
項
は
、
脅
迫
の
一
種
と
し
て
、

他
者
に
対
し
て
、
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
言
説
又
は
振
る
舞
い
を
行
う
こ
と
、
又
は
他
者
に
対
し
て
、
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は

侮
辱
的
な
文
書
、
掲
示
若
し
く
は
そ
の
他
の
可
視
化
物
を
配
布
若
し
く
は
掲
示
す
る
こ
と
を
罪
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
本
罪
が
成
立
す

る
た
め
に
は
、（
ａ-
1
）
急
迫
す
る
不
法
な
暴
力
が
当
該
他
者
若
し
く
は
そ
れ
以
外
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
と
信
じ
さ
せ
る
こ
と
、

若
し
く
は
（
ａ-
2
）
当
該
他
者
若
し
く
は
そ
れ
以
外
の
者
に
よ
る
不
法
な
暴
力
の
即
時
の
行
使
を
挑
発
す
る
こ
と
、
を
意
図
し
て
い

た
こ
と
、
又
は
（
ｂ
）
当
該
他
者
が
そ
の
よ
う
な
暴
力
が
行
使
さ
れ
る
と
信
じ
る
蓋
然
性
が
あ
る
か
、
若
し
く
は
そ
の
よ
う
な
暴
力
が

挑
発
さ
れ
る
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
、
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
行
為
、
配
布
又
は
掲
示
が
個
人
の
住
居
内
で

行
わ
れ
か
つ
当
該
他
者
が
住
居
又
は
他
の
住
居
内
に
い
る
場
合
を
除
い
て
、
公
的
又
は
私
的
な
場
所
で
行
わ
れ
た
場
合
、
同
罪
が
成
立

す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
四
条
二
項
）。

第
二
節　

一
九
八
六
年
法
の
問
題
点

 

（
一
）
法
務
総
裁
の
許
可

　

一
九
六
五
年
法
よ
り
導
入
さ
れ
た
法
務
総
裁
の
許
可
要
件
は
、
前
章
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
表
現
の
自
由
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
要
件
に
はLeopold
が
指
摘
す
る
よ
う
に
二
つ
の
問
題
点
が
存
在
す
る
。
第
一
に
、
公

的
に
良
く
知
ら
れ
た
強
い
立
場
に
あ
る
人
物
と
そ
う
で
な
い
人
物
と
で
訴
追
可
能
性
が
変
化
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
内
閣
ご
と
に
法
務

総
裁
が
代
わ
る
た
め
、
内
閣
の
政
策
に
よ
っ
て
法
的
介
入
が
行
わ
れ
る
か
否
か
が
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
よ
り

法
務
総
裁
の
許
可
要
件
の
削
除
も
検
討
さ
れ
た
が
、
一
九
八
五
年
に
公
訴
局
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
一
九
八
六
年
法
の
利
用
が
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増
え
、
規
制
が
強
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
本
要
件
の
削
除
は
見
送
ら
れ
た
。

 
（
二
）
本
罪
が
適
用
さ
れ
る
対
象

　

本
法
の
人
種
に
関
す
る
定
義
は
一
九
七
六
年
法
よ
り
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
六
五
年
法
の
こ
ろ
よ
り
、
宗
教
が
適
用
対

象
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
の
人
種
及
び
宗
教
的
憎
悪
法
に
よ
り
、

宗
教
的
憎
悪
扇
動
罪
を
創
設
す
る
三
Ａ
編
が
一
九
八
六
年
法
へ
挿
入
さ
れ
る
ま
で
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
ユ
ダ
ヤ

教
や
シ
ー
ク
教
な
ど
民
族
と
宗
教
が
同
義
に
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
よ
り
本
法
の
適
用
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

 

（
三
）
一
八
条
と
四
条

　

一
九
八
六
年
法
一
八
条
と
四
条
は
共
通
点
が
多
く
、
実
際
、
宗
教
的
憎
悪
扇
動
罪
が
創
設
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
四
条
が
用
い
ら

れ
て
い
た
。
主
な
相
違
点
と
し
て
は
、
四
条
が
略
式
起
訴
に
の
み
限
定
さ
れ
、
行
為
要
件
と
し
て
「
他
者
に
対
し
て
」
向
け
ら
れ
た
言

説
や
行
為
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
一
八
条
は
正
式
起
訴
に
よ
り
有
罪
と
な
っ
た
場
合
は
最
大
七
年
以
下
の
自
由

刑
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
行
為
の
対
象
に
つ
い
て
四
条
の
よ
う
な
限
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
例
え
ば
窓
に
不
快
な

垂
れ
幕
を
掲
示
し
た
場
合
、
四
条
に
は
該
当
し
な
い
が
一
八
条
の
「
掲
示
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
四
条
は
訴
追
す
る
に

当
た
り
法
務
総
裁
の
許
可
が
不
要
な
た
め
、
一
八
条
の
代
替
物
と
し
て
、
四
条
が
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

 

（
四
）
公
の
場
所
と
私
的
な
場
所

　

一
九
八
六
年
法
以
前
の
法
は
、
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
、
公
の
場
所
で
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
一
九
八
六
年
法
で
は
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
、
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
私
的
な
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
行
為
も
加

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
被
害
者
が
公
道
に
い
た
と
し
て
も
、
被
告
人
が
私
有
地
等
に
い
た
こ
と
が
証
明
で
き
た
場
合
、
一
九
三
六

年
法
五
条
の
適
用
が
退
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
公
私
の
区
別
が
大
き
な
問
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
受
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
本
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法
四
条
二
項
は
家
庭
内
の
論
争
を
除
外
す
る
た
め
、
一
八
条
と
異
な
り
、
個
人
の
住
居
内
で
の
行
為
を
除
外
し
て
お
り
、
庭
で
他
者
を

威
嚇
、
罵
倒
な
い
し
侮
辱
し
た
場
合
は
四
条
に
基
づ
き
有
罪
と
な
り
う
る
が
、
玄
関
の
ド
ア
の
内
側
に
い
る
限
り
有
罪
か
ら
免
れ
る
と

す
る
、
イ
ギ
リ
ス
の
住
宅
に
関
す
る
原
則
を
反
映
し
、
住
宅
内
に
い
る
場
合
は
罪
に
問
わ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
被
害

者
に
も
適
用
さ
れ
、
被
害
者
が
玄
関
の
ド
ア
の
外
に
い
る
場
合
や
、
住
居
の
外
、
庭
な
ど
に
い
る
場
合
、
被
告
人
が
窓
に
立
っ
て
威
嚇

的
な
言
説
等
を
叫
ん
だ
と
し
て
も
有
罪
に
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
条
の
場
合
は
、
例
外
規
定
が
「
他
人
の
見
聞
き
し

て
い
な
い
場
合
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
住
居
内
で
あ
っ
て
、
隣
家
に
威
嚇
的
な
言
説
等
が
聞
こ
え
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
当
該
言
説

等
を
行
っ
た
場
合
、
罪
と
な
る
。
但
し
一
八
条
四
項
が
定
め
る
よ
う
に
、
被
告
人
が
住
居
内
に
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
言
説
等
が

屋
外
の
人
物
や
他
の
住
居
内
に
い
る
人
物
に
見
聞
き
さ
れ
て
い
た
と
信
じ
る
理
由
が
な
い
こ
と
を
証
明
で
き
る
場
合
は
抗
弁
が
可
能
と

な
る
。

　

一
八
条
二
項
に
関
す
る
議
会
で
の
討
論
に
お
い
て
、
住
居
内
を
罪
の
成
立
要
件
に
加
え
る
こ
と
に
関
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
自
由

や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
犠
牲
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
的
な
場
所
に
お
い
て
少
人
数
で
人
種
差
別
的
な
感
情
を
表
現
し
た
が
ゆ
え
に
二
年

も
投
獄
さ
れ
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
の
か
と
い
う
批
判
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
本
条
項
は
個
人
宅
内
の
私
的
会
話
に
影
響
を
与
え

る
も
の
で
な
く
、
私
的
な
場
所
で
の
憎
悪
の
扇
動
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
と
公
共
秩
序
の

維
持
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
本
条
項
が
必
要
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 

（
五
）
主
観
的
要
件

　

一
九
六
五
年
法
に
よ
り
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
が
初
め
て
違
法
化
さ
れ
た
際
、
罪
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
扇
動
意
図
の
立

証
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
当
時
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
下
品
な
人
種
的
侮
辱
表
現
等
で
あ
り
、
扇
動
意
図
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
ゆ
え
、
罰
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
二
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
たSouthern N

ew
s

事
件
の
よ
う
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に
、
陪
審
に
扇
動
意
図
を
推
測
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
、
穏
当
な
言
い
回
し
の
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、

合
理
的
な
討
論
に
携
わ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
い
う
主
張
に
反
証
す
る
こ
と
は
よ
り
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九

七
六
年
法
で
は
扇
動
意
図
要
件
が
削
除
さ
れ
、
人
種
的
憎
悪
が
扇
動
さ
れ
る
と
い
う
蓋
然
性
要
件
に
一
本
化
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

当
該
表
現
の
受
け
取
り
手
が
扇
動
さ
れ
な
い
人
物
の
場
合
、
人
種
的
憎
悪
扇
動
表
現
で
あ
っ
て
も
、
蓋
然
性
要
件
を
充
た
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
新
た
な
問
題
点
が
生
じ
、
再
度
、
扇
動
意
図
要
件
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
八
六
年
法
で
は

意
図
要
件
が
復
活
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
法
一
八
条
の
罪
は
そ
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
人
種
的
憎
悪
を
扇
動
す
る
意
図
と
人
種
的
憎
悪
が
扇
動
さ
れ
る
蓋
然
性
と
に
要
件

を
分
け
て
お
り
、
意
図
要
件
の
復
活
は
、
当
該
表
現
を
受
け
取
っ
た
だ
け
の
者
に
対
す
る
救
済
を
意
図
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、

本
法
は
免
責
条
項
と
し
て
、
本
節
（
四
）
で
述
べ
た
一
八
条
四
項
、
及
び
、
当
該
表
現
が
威
嚇
的
、
罵
倒
的
又
は
侮
辱
的
で
あ
る
こ
と

を
意
図
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
場
合
は
罪
に
問
わ
な
い
と
す
る
、
一
八
条
五
項
を
設
け
て
い
る
。

こ
れ
は
、
表
現
の
自
由
と
公
共
秩
序
へ
の
脅
威
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

 

（
六
）
出
版
と
配
布

　

本
法
一
九
条
に
お
け
る
配
布
及
び
出
版
と
は
、
公
衆
（the public

）
若
し
く
は
公
衆
の
一
部
（section of the public

）
に
対
し

て
出
版
又
は
配
布
す
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
一
九
条
三
項
）。
一
九
七
六
年
法
を
は
じ
め
と
す
る
従
前
の
法
は
こ
れ
ま
で
、
私

的
結
社
な
い
し
集
団
内
で
の
出
版
・
配
布
を
意
図
し
た
行
為
に
つ
い
て
、
出
版
者
又
は
配
布
者
自
身
が
当
該
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
場

合
、
一
九
三
六
年
法
五
Ａ
条
六
項
の
よ
う
に
、
人
種
的
憎
悪
扇
動
罪
の
適
用
が
免
除
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
規
定
は
出
版
者
な
い
し
配
布

者
の
防
御
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
人
種
差
別
主
義
者
団
体
を
含
む
結
社
・
集
団
内
の
出
版
・
配
布
を
規
制
で
き
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
本
法
で
は
、
こ
の
免
除
規
定
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
出
版
・
配
布
規
定
に
関
す
る
議
会
で
の
議
論
で
は
、R. v. Brit-
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ton

事
件
に
お
い
て
被
害
者
側
が
三
名
で
あ
っ
た
た
め
「
公
衆
」
と
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
裁
判
所
が
恣
意
的
に
「
公

衆
」
と
判
断
し
な
い
よ
う
「
公
衆
の
一
部
」
と
い
う
文
言
が
加
え
ら
れ
た
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
加
え
て
、
個
人
的
な
手
紙
や

記
録
の
上
映
は
本
条
の
適
用
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

お 

わ 

り 

に

　

当
初
は
フ
ァ
シ
ス
ト
運
動
や
移
民
問
題
と
い
っ
た
そ
の
時
々
の
社
会
問
題
に
応
じ
て
発
展
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
憎
悪
扇
動
表
現
規

制
は
、
扇
動
罪
等
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
罪
を
主
軸
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
初
の
制
定
法
に
よ
る
扇
動
罪
を
創
設
し
た
一

九
三
六
年
法
以
降
、
そ
の
適
用
対
象
及
び
刑
罰
は
拡
張
・
重
罰
化
と
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
て
い
る
。
加
え
て
、「
皮
膚
の
色
、
人
種
、

国
籍
（
市
民
権
を
含
む
）
又
は
種
族
的
若
し
く
は
民
族
的
出
身
」
と
い
う
定
義
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
「
宗
教
」
に
つ
い
て
も
、
二
〇
〇

一
年
の
九
・
一
一
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
高
ま
る
イ
ス
ラ
ム
・
フ
ォ
ビ
ア
（
イ
ス
ラ
ム
嫌
悪
）
を
受
け
て
、
二
〇
〇
六
年
の
人
種
及

び
宗
教
的
憎
悪
法
に
よ
り
一
九
八
六
年
法
中
に
三
Ａ
編
を
挿
入
す
る
形
で
宗
教
的
憎
悪
扇
動
罪
が
創
設
さ
れ
た
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
表
現
の
自
由
へ
の
侵
害
が
大
き
い
と
し
て
、
本
罪
が
適
用
さ
れ
る
表
現
に
つ
い
て
は
「
威
嚇
的

な
」
表
現
に
限
定
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
二
九
Ｊ
条
と
い
う
、
人
種
的
憎
悪
扇
動
罪
に
は
存
在
し
て
い
な
い
表
現
の
自
由
条
項
が
設
け

ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
的
憎
悪
扇
動
罪
が
創
設
さ
れ
る
際
は
、
表
現
の
自
由
へ
の
侵
害
度
の
大
き
さ
か
ら
、
熱
心
な
議
論
が
な
さ

れ
た
経
緯
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
直
後
で
あ
る
二
〇
〇
八
年
に
創
設
さ
れ
た
性
的
指
向
に
基
づ
く
憎
悪
扇
動
罪
の
創
設
で
は
、
世
論
の
注
目
を
集
め

な
か
っ
た
こ
と
や
宗
教
的
憎
悪
扇
動
罪
と
同
じ
条
文
構
成
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ほ
ど
議
論
さ
れ
る
こ
と
な
く
議
会
を
通
過
し

て
い
る
。
こ
の
表
現
規
制
へ
の
対
応
の
温
度
差
は
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
あ
る
種
の
価
値
観
が
、〝
突
破
〟
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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い
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
緯
は
、
制
定
法
に
よ
る
憎
悪
扇
動
罪
を
設
け
て
以
降
、
表
現
の
自
由
へ
の
侵
害
が
常
に
問
題
と
さ
れ
な
が

ら
も
重
罰
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
射
程
の
拡
張
も
し
や
す
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
現
行
法
で
あ
る
一
九

八
六
年
法
も
ま
た
、
制
定
か
ら
約
三
〇
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
当
時
は
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
新
し

い
表
現
手
段
へ
の
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
に
お
い
て
、
欧
州
連
合
及
び
欧
州
人
権
条
約
・
欧
州
評
議
会
の
構
成

国
と
し
て
活
動
し
て
い
る
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
九
九
八
年
に
は
欧
州
人
権
条
約
を
国
内
法
化
す
る
一
九
九
八
年
の
人
権
法
を
制
定

し
た
こ
と
を
受
け
て
、
欧
州
人
権
条
約
一
〇
条
が
保
障
す
る
表
現
の
自
由
も
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
内
的
・
国
際
的
要
請
か
ら

権
利
間
の
調
整
を
図
っ
て
い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
に
は
、
私
人
訴
追
と
い
う
伝
統
や
法
務
総
裁
の
許
可
要
件
に
よ
る
法
の
抑
制
的
な
利
用
、
総
選
挙
の
際
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

に
掲
げ
た
与
党
の
法
案
の
議
会
通
過
を
原
則
貴
族
院
も
妨
げ
な
い
と
い
う
慣
習
な
ど
、
我
が
国
と
は
大
き
く
異
な
る
点
が
多
々
存
在
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
憎
悪
扇
動
表
現
規
制
導
入
の
過
程
で
生
じ
て
き
た
問
題
点
や
議
論
は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規

制
の
検
討
が
さ
れ
始
め
て
い
る
我
が
国
に
お
い
て
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
と
考
え

る
。

　

す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
現
行
の
人
種
的
憎
悪
扇
動
罪
は
「
威
嚇
的
」「
罵
倒
的
」
な
い
し
は
「
中
傷
的
」
表
現
に
限
定
し
て
い
る

と
は
い
え
、
内
容
規
制
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
ま
た
個
人
の
住
居
内
で
あ
っ
て
も
例
外
を
除
い
て
罪
が
成
立
す
る
こ
と
か
ら
、

表
現
の
自
由
を
侵
害
す
る
疑
い
が
極
め
て
強
い
。
加
え
て
、
我
が
国
に
は
法
務
総
裁
の
許
可
要
件
と
い
っ
た
表
現
の
自
由
に
対
す
る
安

全
装
置
が
法
文
化
的
に
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
型
の
人
種
的
憎
悪
扇
動
罪
の
導
入
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
も
そ
も
、
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
な
ど
と
比
べ
て
、
明
ら
か
に
広
い
射
程
の
表
現
の
自
由
を
憲
法
に
掲
げ
る
我
が

（
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）

（
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国
が
、
国
内
に
お
け
る
若
干
の
問
題
だ
け
に
着
目
し
、
過
大
な
表
現
内
容
規
制
を
掲
げ
る
こ
と
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

最
後
に
、
多
文
化
社
会
に
お
け
る
内
容
規
制
を
考
え
る
際
、
重
要
な
こ
と
は
、
短
絡
的
な
規
制
を
行
う
の
で
は
な
く
、
教
育
な
ど
の

長
期
的
な
視
点
も
含
め
て
、
そ
の
他
に
選
び
う
る
手
段
が
な
い
か
ど
う
か
を
真
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
現
在
に
お

い
て
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
問
題
に
対
す
る
〝
イ
ギ
リ
ス
並
み
〟
の
議
論
す
ら
行
わ
れ
て
い
な
い
我
が
国
が
、
ま
る
で
流
行
り
も
の
の

如
く
規
制
を
導
入
す
る
こ
と
だ
け
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

京
都
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
七
日
判
例
時
報
二
二
〇
八
号
七
四
頁
、
大
阪
高
判
平
成
二
六
年
七
月
八
日
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五

五
〇
四
三
五
〇
。

例
え
ば
第
一
八
六
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
山
下
雄
平
参
議
院
議
員
の
質
問
（
第
一
八
六
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議

録
第
三
号
二
頁
以
下
）
等
。
こ
の
種
の
表
現
を
問
題
視
す
る
発
言
は
戦
後
の
国
会
議
事
録
に
散
見
さ
れ
る
（
例
え
ば
、
大
学
の
授
業
で
用
い
ら

れ
た
教
科
書
内
の
表
現
に
関
す
る
小
巻
敏
雄
及
び
井
内
慶
次
郎
の
発
言
（
第
七
五
回
国
会
参
議
院
文
教
委
員
会
会
議
録
第
八
号
七
頁
）
な
ど
）

が
、
立
法
措
置
を
含
め
た
検
討
の
必
要
性
に
関
す
る
発
言
が
戦
後
の
国
会
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
会
会
議
録
を
見
る
限

り
平
成
二
五
年
以
降
で
あ
る
。

市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
昭
和
五
四
年
条
約
第
七
号
）。
な
お
、
本
規
約
の
批
准
に
当
た
っ
て
の
政
府
見
解
を
見

る
に
、
少
な
く
と
も
批
准
当
初
は
規
約
二
〇
条
が
規
定
す
る
よ
う
な
問
題
が
国
内
的
に
生
じ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
留
保
等
は
付

さ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
第
八
七
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
五
号
五
‐
六
頁
（
昭
和
五
四
年
三
月
二
三
日
））。

本
条
約
四
条
（
ａ
）
及
び
（
ｂ
）
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由
を
不
当
に
制
約
し
、
刑
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
の
境
界
が
曖
昧
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
（
第
一
三
四
回
国
会
外
務
委
員
会
会
議
録
第
六
号
二
頁
（
平
成
七
年
十
一
月
二
十
一
日
））。

英
国
統
計
局
の
二
〇
一
一
年
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
民
族
集
団
に
関
す
る
統
計
に
よ
る
と
、
人
口
の
約
一
四
パ
ー

セ
ン
ト
が
非
白
人
民
族
と
な
っ
て
い
る
。O

ffice for N
ational Statistics, ʻEthnicity and N

ational Identity in England and W
ales 

2011ʼ 〈http://w
w

w
.ons.gov.uk/ons/dcp171776_290558.pdf

〉 accessed 2 Septem
ber 2014.

H
um

an Rights A
ct 1998.
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イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ご
と
に
法
制
度
が
異
な
る
た
め
、
本
稿
に
お

け
る
イ
ギ
リ
ス
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
指
す
も
の
と
す
る
。

本
法
制
度
に
関
す
る
国
内
の
先
行
研
究
と
し
て
は
下
記
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
元
山
健
「
現
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
公
共
秩
序
法
制
の

研
究
─
一
九
八
六
年
公
共
秩
序
法
を
中
心
に
─
」
早
稲
田
法
学
六
四
巻
一
号
（
一
九
八
八
年
）
五
七
頁
以
下
、
内
野
正
幸
『
差
別
的
表
現
』

（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
四
八
頁
以
下
、
奈
須
祐
治
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
憎
悪
扇
動
（Incitem

ent to H
atred

）
の
規
制
」
名
古
屋
短

期
大
学
研
究
紀
要
四
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
一
一
頁
以
下
、
師
岡
康
子
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
人
種
主
義
的
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
」

神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
研
究
年
報
三
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
九
頁
以
下
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
名
誉
毀
損
罪
の
類
型
で
あ
るlibel

及
びslander

の
一
種
で
、
口
頭
に
よ
る
も

の
をsedition

、
文
書
に
よ
る
も
の
をseditious libel

と
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
一
般
的
に
は
両
者
の
総
称
と
し
てSedition

が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
も
両
者
の
総
称
と
し
て
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
」
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

R
 v Burns (1886) 16 Cox C.C. 355.

Jam
es F. Stephen, D

igest of the Crim
inal Law

 (3rd edn, M
acm

illan, 1883) art 91.
R

 v A
ldred [1909] 22 Cox C.C. 1.

R
 v Caunt, T

he T
im

es (18 N
ovem

ber 1947). For a note on the case see E. C. S. W
ade (1948) 64 L.Q

.R. 203.
R

 v Chief M
etropolitan Stipendiary M

agistrate, ex parte Choudhury [1991] 1 Q
B 429.

R
 v H

iggins (1801) 2 East 5.
R

 v M
anley [1933] 1 K

B 529.
R

 v Leese, T
he T

im
es (22 Septem

ber 1936).
A

nthony Lester and Geoffrey Bindm
an, R

ace and Law
 in G

reat Britain (H
arvard U

niversity Press, 1972) 350.
Patricia M

. Leopold ʻIncitem
ent to H

atred–the H
istory of a Controversial Crim

inal O
ffenceʼ [1977] PL 389,391.

Porter Com
m

ittee, Report of the Com
m

ittee on the Law
 of D

efam
ation (Cm

d.7536, 1948) paras 30-32.
Coroners and Justice A

ct 2009, s 73.

本
条
項
で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扇
動
罪
の
ほ
か
、defam

atory libel

及
びobscene libel

も
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

（
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Public O
rder A

ct 1936.
H

C D
eb 16 N

ovem
ber 1936, vol 317, col 1349.

Leopold (n 19

） 392.

例
え
ば
、
首
都
警
察
管
轄
区
の
み
適
用
さ
れ
たM

etropolitan Police A
ct 1839, s 54 (13)

が
あ
る
。

Jordan v Burgoyne [1963] 2 Q
B 744.

A
nthony F. D

ickey, ʻEnglish Law
 and Incitem

ent to Racial H
atredʼ [1968] 9 (3) Race &

 Class 311,317.
Leopold (n 19) 393.

同
法
の
改
正
目
的
と
し
て
も
、
頻
発
す
る
大
衆
集
会
や
デ
モ
へ
の
対
応
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
現
行
の
刑
罰
は
軽
す
ぎ
る
も
の
で
あ
り
、

貨
幣
価
値
の
変
動
に
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
種
の
行
動
を
許
容
し
な
い
と
す
る
政
府
の
判
断
を
示
す
た
め
に
、
刑
罰
の
引
き
上
げ
を
行

う
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。H

C D
eb 9 July 1963, vol 680, cols 1054-1058.

一
四
万
件
の
署
名
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。Leopold (n 19) 393.

Public O
rder A

ct 1936, s 1.
Race Relations A
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